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予算決算委員会総務文教分科会会議記録 

（予算審査） 

１．日 時 令和２年３月２日（月）  

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 隅田雅春座長、栗山泰三副座長、安井博幸委員、 

恒田正美委員、田村直也委員、河南克典委員 

９．会議に付した事件 

議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

１０．議事の経過 

隅田座長  開議宣告 

■総務部 

日程第１ 議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

企画総務部 

【主な説明】 

秘書課  別紙のとおり（資料 １） 

 

【主な質疑】 

安井委員  秘書費の会計年度任用職員の報酬のところなんですけども、この方は１

か月に何時間、労働されてるんですか。 

企画総務部 週３０時間の４週ですので１２０時間です。 

安井委員  警察のＯＢということですけども、現在年齢はおいくつなんでしょうか。 

企画総務部 ６３歳です。令和２年度中に６４歳になられます。 

河南委員  名称付特別競走４レースの内訳は。 

企画総務部 篠山茶特別とデカンショ特別、黒豆特別と丹波焼特別の４つです。 

河南委員  レースの回数を増やすような枠はないんですか。 

企画総務部 競馬組合のほうから、希望の調査がありまして、それに対してこちらの

要望を出すということになっておりますので、特に今現在、大きなイベン

トの前とかというところで、４レースを絞っておりまして、今、御指摘の

ようにこれを例えば５レース、６レースということは可能ですけれども、

令和２年度につきましては主な４レースということで、今のところ考えて

おります。 

河南委員  従来から４レースであったかと思うんですけども、やはり市名変更した

りなんかして、あれだけの観衆の中で、５，５００円で市名が売れるんや
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ったら、毎月１回とかに増やしても、コマーシャル料としては、市の名前

を売るにしては安いと思うんです。枠があってどうしても４レースより増

やせへんというんであればこれもしょうがないですけど、ある程度希望し

て、６とか８とかいうふうな形で、できるんであれば一辺そういうことも

検討するべきやないかなと、こう思うんですけども。 

安井委員  使用料及び賃借料のバス借上料６万３，０００円なんですけど、これは

どこへ行くための、どういう目的のバスなのか、説明お願いできますか。 

企画総務部 バス借上料ですけども、毎年兵庫５カ国交流会議の中で、グランドゴル

フに丹波篠山市の選手の方が行かれるという中で、バスを借り上げており

まして、令和２年度につきましては、猪名川が開催ということですので、

マイクロバスで猪名川へ日帰りというところで、予算を計上しております。 

安井委員  市バスがあるんですけど、それは利用しないと理解していいんでしょう

か。 

企画総務部 市バスが使える場合は市バスを利用しています。 

栗山副座長 市長交際費についてなんですが、１００万円計上されてるんですけど、

主にどういうことを使われるのか。 

企画総務部 交際費につきましては、幾つか項目をつくっておりまして、例えば慶弔

の費用でありますとか、お見舞いでありますとか、会費でありますとか、

そういったものがありまして、１番頻度として高いのは、やはり会費が１

番高い数字になっております。それで、特に増減はあるんですけども、亡

くなられた方への慶弔の費用、そういったところが主なものだと思います。 

隅田座長  市長交際費なんですけど、一つは交流都市へ黒枝豆を送って送っておら

れますが、１万４，０００円ぐらいでしょうか、出ておりますけども、そ

の交流都市の選別というのはどのような形になっておりますか。また、何

か所ぐらいに送られたんでしょうか。 

企画総務部 黒枝豆の発送なんですけども、全ての交流のある市町へ送るということ

ではなく、平素から、例えば、そこの地域の特産を送っていただいてると

ころに対して、黒枝豆を送っていく。ですから例年、いただいたところへ

のお返しになっております。 

隅田座長  ４月に交流都市が、丹波篠山に来られた時のお茶代で４１０円があがっ

ているんですけど、普通であれば、例えば何千円かのお茶を買って、それ

を出すとか、そんなふうなイメージはあるんですけど４１０円というのは

どういうことでしょうかね。 

企画総務部  ４１０円つきましては、昨年５月１日に、市名変更と市制２０周年の

記念式典を挙行いたしまして、前の日から交流都市がお越しいただいて
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ユニトピアで宿泊をしていただいたんですけれども、市民協働課のほう

でそのおもてなしの対応をしてくれてまして。都市は定かではないんで

すが、遠方からお越しになった交流都市の方に少しお待ちいただくため

に、コーヒーをあがっていただいたというようなんことです。 

田村委員   旅費の普通旅費のところ、職員旅費８万円掛ける１２か月とあるんで

すけれども、これは大体１か月に８万円ということなんですけれどもそ

の積算根拠といいますか、大体何人ぐらいで月何回ぐらい、どのような

形で使われることが多いんでしょうか。 

企画総務部  本来であれば、積算根拠等を持ちながら、積み上げていければいいん

です、なかなかいろんな交流都市への出張とか、月々のばらつきという

のがございますので、これにつきましては、過去の年度の実績に基づい

て、予算を計上させていただいております。 

恒田委員   市長の交際費の中で、昨年、ある市民の方だと思うんですけども、結

婚披露宴に出席されたかと思うんです。ある個人の方で、これまで、市

政になってから、個人の方の結婚式に出席されて、そういう費用が発生

したことがあるかと思うんですが。規則上では全然問題ないと思うんで

す。今後、そういうある市民の方から、功労があったとか、いろんな形

での出席は構わないわけですけども、市民の方からそういう出席の案内

があればそういう形でしていくということでいいんですかね。 

企画総務部  まず、市に多大な御功績をいただいた方につきましてですね、御案内

がありますと、もちろん市長の判断になるんですけども、日程的にも余

裕があって、出席できるということであれば、そういった出席というの

はあります。平成２９年度以降で言いますと、その１件  が該当しま

す。それ以前については、今、資料持ち合わせておりません。 

田村委員   市長学校訪問の協力者謝礼ということなんですけれども、これは主に

どなたにお支払いされているものなんでしょうか。１万円掛ける２人と

あるんですけれども。 

企画総務部  市長の学校訪問の際に、特に小学校とか特別支援学校につきましては、

まるいの、まめりんの着ぐるみが、最後に登場するというところで、そ

こに入られるアクターさんの方への謝金ということで計上しておりま

す。 

安井委員   電信料、公用車用携帯電話となってるんですけども。何か昔の自動車

電話みたいなイメージを持ってしまうんですが、それは常にその公用車

に、携帯電話が積まれてる電話というふうに理解していいんですか。 

企画総務部  御指摘のとおり、２台の車にそれぞれ、公用車の携帯電話をのせてお
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りまして、普通のガラケーといいますか、それぞれ積んでおります。 

 

 

【主な説明】 

総務課   別紙のとおり（資料 ２） 

 

【主な質疑】 

安井委員  職員人件費のところなんですけども、これ、管理職手当が、復活したと

か、いろいろ説明を受けたんですけども、ラスパイレス指数としては、幾

らから幾らになるんですか、これに因って、わかりましたら教えてくださ

い。 

企画総務部 今年度のラスパイレス指数が 97.7 でございまして、来年度のラスパイレ

ス指数につきましてはですね、今後、国のほうからお示しがありますので、

現在予算の段階ではお答えできません。 

安井委員  ふえると理解していいんですかね。 

企画総務部 それは何とも申し上げられないというところでございます。 

企画総務部 ラスパイレス指数につきましては、職員の給与、本俸にかかるところの、

国との比較になりますので、管理職手当の減額とか、復元つきましては、

ラスパイレス指数には影響はございません。 

恒田委員  今の人件費のところ、きょういただいた資料によりますと、正規職員さ

んと任期付職員さん、ですね大体合計すると 39億 3000万円ぐらいという

数字になろうかと思うんですけども、そうですけれども、きょういただい

た資料では、性質別歳出の内訳では、人件費が（前年度対比増額が）11億

を超えるんですけども、どういう差があるのか、ちょっと教えてほしいん

です。 

企画総務部 正規職員と任期付職員、臨時的任用職員につきましては、一般管理費の

ほうで計上しております。 

正規職員と臨時的任用職員の人件費につきましてはこの金額になるん

ですけれども、これ以外に、会計年度任用職員のパート職員の人件費は、

それぞれの事業のほうに、予算計上をしておりますので、それを含めます

と、先ほど恒田議員が言われた人件費の総額になります。 

恒田委員  これまでは、多分、各課で管理されたと思うんですが、各課での時間外

手当であるとかいろんな分、されたと思うんですけども、今度、4 月 1 日

から始まる会計年度任用職員制度に入ったら、多分、人事課、もしくは総

務課が総括して、管理をしないといけないことになるかと思うんですけど、



5 

 

どうなんですかその辺の考え方は。 

企画総務部 現在の非常勤嘱託員につきましては、各課管理の形をとっておりまして、

基本的にそのスタンスは会計年度任用職員になりましても、変わらず、各

課で必要な職員については、予算計上させていただきます。したがいまし

て、先ほど課長が申しましたように、各課で、改めて会計年度任用職員の

予算につきましての御提案をさせていただきます。 

ただ、私ども、総務課で一括管理をいたしますのは、育児休業の対応や

新規事業、また、それらに類するような、業務の増に対し、正規職員での

人事配置がかなわないところの事務補助を私どものほうで一括管理をし

ております。 

恒田委員  私がちょっと調べたところではそういう解釈でなかったんで、もう一度

調べていただいて、管理自体は各課でも、今回の制度が改正によって、多

分費用もですね物件費から人件費に入りますよっていうことになってます

よね。その辺は、一括して、人件費は、その下が、今総務課、人事課から

わかんないけど、そこで持つべきじゃないかなと思うのでちょっと検討し

ていただきたいのと、そして今回の会計年度任用職員制度によってですね、

その人たちは何人いらっしゃるんですかね、全然わからないんで、フルタ

イム、パートタイムを入れてしたら、この間、ハローワークに出されてい

るのとみたら、丹波篠山市の職員 807人となっていました。確か、規模と

して、職員規模 800何人。ちょっとその辺を教えてほしいんですけどもね。 

それと、令和 2年度の会計任用職員制度について、もう試験はされたと思

うんですけども、多分 2月頭ぐらいされたと聞いてるんですけども、その

周知の仕方、ホームページであるとかこうだとかされたと思うんですけ

ど、どういう形でされたのかも多分ホームページにはもう載ってないんで

すか。あったかなかったということすらも、その辺少し教えてください。 

企画総務部 まず、会計年度任用職員の給与、報酬については、各科目の給与費明細

書に計上して、人件費として管理しています。また、職員ごとの業務を勘

案して、ふさわしい予算科目に計上し、各担当課で管理することが望まし

いと考えています。次に会計年度任用職員の人数は、年間を通じて任用し

ているものが、フルタイムが４７名、パートタイムが４０２名で、それ以

外に、例えば選挙事務や健康診断等に１～２日程度任用する短期任用が４

４７名で合計すると８４９名です。令和 2 年の募集につきましては、ハロ

ーワーク、ホームページ、新聞等で、募集をしておりまして、ホームペー

ジにつきましては、募集期間のみ掲載をしておりまして、今募集期間が過

ぎておりますので、ホームページのほうから落としている状態でございま
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す。 

恒田委員  先ほど、人数で言えば、正規職員が 469名。そして、会計年度任用職員

がフルタイムの 402名、臨時 447名ということなんですかね、1200～300

人ぐらいいらっしゃるということですから、総トータルで言えば一応そう

いうことですいいんですか。 

企画総務部 正規職員数は４６６名、特別職を含めて４６９名です。 

恒田委員  私が一般質問したことがあったからだと思うんですが、補正が上がって

くるんですけど、令和 2 年度は時間外手当がふえるような予算立てをしな

いといけないんじゃないかと思うんですけども、これはどうなんですかね。 

     実際にふえるの、先ほどの説明では、昨年は選挙が結構あったんで、マイ

ナスってなったんですけども、実際は例年と、選挙なし年と比べますと、

どれぐらいの時間外手当の増となっているのかちょっと教えてください。 

企画総務部 実質的には増にはしておりませんといいますのは毎年この時間外勤務手

当につきましては、最終的には不用額が出ている状況もございまして、今

回につきましても、総額は、選挙分だけの減額にさせていただいておりま

すけれども、この 1 億 719 万 6000 円の中で、不用額が減っていくと予想

しております。それと、必要に応じて、適宜、増額をさせていただきたい

と考えております。 

田村委員  27ページの一般管理費の委託料が、前年度から 100万円ほど増額になっ

ておりまして、電話交換業務委託料で 35万円ほど、宿日直業務代行委託料

で 77万円ほど増えているようなんですけれども、その増えた原因というの

は、どのようなところにあるんでしょうか。それと、1 日の市民の皆さん

からの電話の問い合わせ件数というのは、大体何件ぐらいあるのか教えて

いただきたいですけども。 

企画総務部 電話交換業務の委託料なり、宿日直業務代行委託料の増額の原因は、代

行業務をされている方、また交換業務のしていただく方の最低賃金に合わ

せるということでその分が少しふえているということになります。1 日の

交換業務の件数は、平均３１２件です。 

安井委員  27ページ、先ほどの電話交換、業務委託料なんですけど、先ほど 3名分

だと聞きましたけども、これってＡＩとかで変えることはできないかって

いう、そういう研究はされてるんでしょうか。ある意味、単純な業務だと

いうふうに僕は思うんですけども、そういうことはやっぱり、小人化なり

を図っていくのが、総務課としてのやるべき方向じゃないかと思うんで、

その辺はぜひ研究をしていただきたいと思うんですが、これは要望にもな

るんですけども。できればその辺を、見解をちょっとお願いしたいと思い
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ます。 

企画総務部 安井議員おっしゃるように、これからＡＩというのは使っていかなけれ

ばならないと思うんですけれども、現状その、AIのロボットのオペレータ

ーが、有人のオペレーターにかわって、電話交換業務を行っていくという

のは、特に市役所の業務は広範な、守備範囲が大変広いですので、なかな

かその正答率といいますか、定型的な問い合わせでしたら応じていけると

思うんですけれども、いろんな問い合わせがございますので、まだ現状は、

なかなか、発展途上の部分があると思いますので、これも引き続き議員お

っしゃるように、今後も研究をしてきまして、取り入れられる部分は取り

入れていきたいと思っています。 

また、一方、チャット形式のチャットボットと言われるパソコンなりス

マートフォンからアクセスをして、住民票に関する問い合わせあるいはご

みの収集に関する問い合わせについてコールセンターのような、機能的に

そこで受け答えが完了するというような形を先進都市で取り組まれてお

りますし、また、実験的に取り組まれているものもありますので、そうい

った部分も含めまして今後、引き続き検討、調査をしていきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

安井委員  ぜひ、そのように先進自治体の事例を学んで経費の削減なり、業務の効

率化に努めていただきたいと思います。 

田村委員  今安井議員の、今質問されたことに関することで、ちょっと情報経費ま

で、調べられていなかったので発言をちょっと控えようと思ってたんです

けれども、他市で 5万人超の人口の都市で 1日 800件ほどの問い合わせが

あってそれを 3 名で、対応しておられたようなところがそのまま自動音声

応答システムというものを、ソフトウエアを導入することによって 1 名の

オペレーターで取り次ぎがスムーズになったというような事例もあるよう

ですので、ちょっと経費については調べられてないんですけれどもそのよ

うなところもちょっと参考にしていただいて、経費の削減に努めていただ

ければなと思います。 

恒田委員  先ほどの職員数のことで、もう少しお尋ねしたいんですけども、令和 2

年度は 469人体制でやるんだと。先ほど言われたように、保育士さんであ

るとか、看護師さんでしたっけ、というのは、中身はわかるんですけども、

でも、3 年ほど前私が 450 人を守るんだとですね、その中で議会からも、

保育士さんが足りないとかで、要望なりをした経緯はあるんですけども、

今後また、事業もふえたり、職員が必要になるんであれば、ようやく 469

人以上、になっていくというふうに、見ていいんですか。450 人やからて
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いうのはかたくなにここ 10年は出して、行財政改革の中で進んでたと思う

んですけど、いかがですか。 

企画総務部 昨年度策定をさせていただきました第 5 次定員適正化計画、その中で議

員おっしゃっていただくように、やはり幼保職につきましては、ニーズの

増加また、保育園の一部無償化で、どうしてもニーズが高まってきている

ところでございまして、子育て支援に関しましては、少し別枠で考えてい

くこととしました。ただしですね、一般事務職と言われる我々のような職

種につきましては、基本的に増員をしない考え方で進めておりまして、そ

ういった形の中で総員といたしましては増員になっていますけれども、幼

保職員以外の職種については、増員をしない、また、先ほど御提案もあり

ました、例えばＡＩとかＲＰＦを活用して減員を考えておるところでござ

います。また先ほども課長から御説明をさせていただきましたけれども、

消防職員の 3 名につきましては、消防職員の退職に伴います、1 年前倒し

の採用と、あと消防航空隊への派遣による 1 名増ということでございます

ので、この 3名のうちの 2名につきましては来年度で減じ、あと 1名につ

きましては 3 年の派遣が終わりましたときに調整をさせていただけると思

っておりますので、御理解をいただきたいと思っております。 

恒田委員  理解はするところですけども。一応、元保育士も含めて、全職員を含め

た中での 450人ということ趣旨があったので、今後業務改善、もしくは事

業の見直しが必要かなと思うところです。また、令和 2 年にはこの予算で

すけど、検討、2年中からでも検討をお願いしたいと思うところです。 

19人が、今年がふえてる。そして、会計年度任用職員の制度によってです

ね、多分三、四年、前から比べると、人件費が 3億円ぐらい増えてきてる

んじゃないかと思うんで、今後の財政にも圧迫を考えると思うんで、検討

をお願いしたいと思います。 

安井委員  29 ページ、説明資料の 29 ページの採用試験委託料とか、その辺のとこ

ろなんですけども、結局、新卒の採用というのはわかるんですけども、こ

の前、宝塚市とかが就職氷河期の人の、中途採用みたいなことされてまし

たよね。そういうことについては市の担当のほうの方は、要するに例えば

その人が、採用年によってなんて言うから、少ない年代とかいろいろある

と思うんですけどそういうのはある程度直そうとかそういう方向はあるの

か、その辺をちょっとお伺いしたいんですが。 

企画総務部 先ほども申し上げましたが、定員適正化計画を策定する中で、当然職員

の年代バランスにつきましても分析と検討させていただきました。本市で

は、今現在話題になっております就職氷河期の職員に当たると思われる職
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員が非常にたくさん在職している現状となってございます。具体的に申し

ますと 46歳ぐらいの職員が非常に多い年代となってございまして、そのあ

との年代層は、合併を経まして職員数が減ってきている状況でございまし

た。それに関しまして、これまでは、正規職員の採用につきましては、30

歳までというような形で採用年齢を引き上げてまいりました。また、職種

によりましては 40 歳までというような形で年代バランスの不均衡につき

ましては調整をしてきたところもございます。ただし現在一般行政職に関

しましては、おおよそそれぞれの年齢のバランスがとれてきたところで、

今年につきましては 27 歳までと採用年齢を引き下げさせていただいたわ

けでございますけども、今後、職員数が大量に減っていくところもござい

ますので、その辺のリスクヘッジ、数年かけてのリスクヘッジというよう

な形で考えていかないといけないと思っております。 

栗山副座長 正規職員が 469 名。それから、パート 849 名で約 1300 弱ぐらいの人数

ですね、正規職員をある程度の人数を抑えないといけないという、一方で、

パート、これはもう、増やす。増やすほど同じ経費がかかるということ。

その辺のことについてはどのように考えておられますか。 

企画総務部 会計年度任用職員のパート職員ですけどもやはりここ数年は、幼保職と

いいますか子育て支援の部分での増加が著しく大きくなってきています。 

このあたりも含めまして、先ほど恒田議員が言われましたようにこの会計

年度任用職員制度も導入されまして、非常勤嘱託員の方にもボーナスを支

給することになりましたので、人件費も膨らんできていますので、引き続

きまして正規職員等そういった臨時職員さんのバランスには十分気をつけ

て、採用の方向になっていきたいと思っています。 

栗山副座長 今もバランスをということをお話しいただいたんで理解はしとるんです

が、例えば、いわゆるパートだけでは、ある程度の仕事しかできない、い

わゆる正規職員じゃなきゃ、この業務は無理かなというような、私もそう

いう意見も聞いたりするんですけど、それはある職種によっては、必要な

場合はその辺の変更なりは可能なんでしょうか。 

企画総務部 議員御指摘いただいたとおり、今後会計年度任用職員につきましても、

地方公務員法の一般職という形の雇用ができますから、今までよりも強固

な守秘義務が担保できるのではと考えます。その上に立ちまして、例えば、

窓口とか電話応対、こういったところで正規職員の業務の一歩手前の業務

につきまして会計年度任用職員さんに御対応いただくほうが 2年や 3年で

異動していく職員がその職に対して習熟度を上げる前に会計年度任用職員

さんにお世話になることで、市民サービスのほうも、円滑に回っていくの
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ではないかなと考えるところでございます。ただし、芯のところ、例えば

政策的なことであったり市の運営であったりというところ、これはどうし

ても正規職員でないと対応できないと考えます。こういった業務をきちっ

と分析とか見直しをいたしまして、相応の職員の配置を今後していくべき

と考えております。 

栗山副座長 今の説明で、大分理解はできたんですが、細かく言いますと、子どもた

ちの歯科衛生さんが今いらっしゃると思うんですが、やはりそれもパート

ぐらいの仕事では、なかなか実際の事業まで出来てないかなというように

も聞いてますんで、やはりこの辺も正規職員が担って、広範囲に一定、小

学校回ってですねやはり指導なりが、やはり重要かなというふうにも感じ

るところです。 

河南委員  33 ページの 1 人 1 台パソコンの、今 148 台、更新かというようなこと

だったんですけれどもこれでも、更新予定のやつは全て更新できとるとい

うことですか。 

企画総務部 本年度につきましても、実際要求満額は認められておりませんので、予

定より若干遅れぎみというところでございます。 

河南委員  ということはまだ、来年もまた公費でせんなんと、その割合はどの程度

なんですか。 

企画総務部 令和３年度でほぼ追いつきますが、毎年更新をしておりますので、その

遅れからすると 50台程度が遅れということになると思います。 

安井委員  先ほどの 33 ページのパソコンの件なんですけども、これは 5 年ぐらい

で更新するというのをお聞きしとるんですけども、それと業務によっては

ノートパソコンよりも画面の大きな、でないと仕事が、作業性が悪いとか

いうのもあると思うし、1 台ではなしに複数のパソコンを使いながらやら

なきゃいけないような仕事もあると思うんですけどその辺は、一律でなし

に適材適所でそのパソコン選定されてると理解していいんでしょうか。 

企画総務部 令和元年度におきましても、従来、ある程度の性能のパソコン、具体的

には、ＣＰＵがコアｉV を選定しておりましたけれども、本年度の入札か

らは、コアｉV機とコア iⅢ機と若干性能が落ちる機器に分けて選定をしま

した。配付先についても、一般的な事務職と、幼保職とか、一般的な事務

量が少ない部署に分けて入札を実施いたしました。落札業者のほうから本

年度につきましては、コア iⅢ、若干性能が下がる機器について、中国等の

生産が追いつかないというところがありまして、一般事務職に納入予定の

コア iＶ機、若干、性能が高いほうですけども、それでしか納入できないと

いうことで性能が高いほうでございましたので、認めておりますので、現
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在、使用しているのはコア iＶ機ということになっております。ただし、今

後も、コア iＶ機とかコア iⅢ機、性能がよいものと若干落ちるもので、入

札を実施して納品させる予定でございます。 

安井委員  それと、使い終わったパソコンっていうのも、例えばデータを消去なり

して中古市場に出回ったりしてると思うんですけども、市役所の場合はそ

ういう中古には全く出てないというふうに理解していいんですか。 

企画総務部 こちらで回収をしまして、ハードディスクにつきましてはデータ消去装

置により、消去しております。ハードディスク以外の部分につきましては、

売り払いをしておりますので、恐らく中古市場に出回っておるかと思われ

ます。 

田村委員  今の 33ページのパソコン更新のところで、コア iⅢも採用されるように

なったということなんですけれども、ワードやエクセルや文書作成などで

は iⅢで十分なのではないかなというところが、コア iⅢを導入されるに至

った理由なのかなと思うんですけれども、そういうのも業務に使い勝手に

直接影響してくるのは、ハードディスクよりも SSDであるほうがスムーズ

な運用ができるのではないかなと思うんですけれどもそのあたりの状況と

いうのはどのようになってるんでしょうか。 

企画総務部 職員 1人 1台パソコンにつきましては、一般事務職におきましては、日

中ほぼ全ての時間を、作業に使用するというところから、主にコア iＶ機、

ある程度性能のいいものを運用しております。ハードディスクにつきまし

ては、現行もハードディスクを利用しておりますが、これにつきましては、

議員御指摘の SSD に換装も可能ではございますけれども、SSD につきま

しては、性能といいますか、継続運用性が若干心配なところがございまし

て、いきなり、破損してしまう恐れがあります。ハードディスクであれば、

順次破損していくんですけれども、SSDについては、いきなり、破損して、

以降使用できないということでございますので、安定的な運用をするため

にハードディスクで運用しているところでございます。 

栗山副座長 1 人 1 台パソコンについてお聞きしたいんですが、これを先ほど入札と

いう話があったんですけど、これは入札は、対応は、市内、市外、全部い

うことですか。 

企画総務部 現在のところは、設計価格によりまして、市内業者のみの入札を実施し

ております。 

栗山副座長 市内業者のみという話を聞きましたので、ある意味安心したということ

なんでございますが、できるだけ市内業者を、使っていただけたらうれし

いと思います。 



12 

 

恒田委員  この 4 月から任用職員制度が変わるのでもう少しちょっとお尋ねしたい

んですけども。今回の任用職員になられた方は、昇給があるものなのか。 

そして、今回の制度によって、基本給、って言うんですかね毎月の分が下

がったりした、期末手当が支給されるからだと思うんですけどもその辺に

ついては、多分たしか口頭でその方に説明されたっていうふうに聞いてる

んですけども。大体市の職員さんの等級などに準じてすべきですよって多

分あるはずなんで、その辺を、何等級何号俸になりましたとかいうのは、

その職員制度にかかわった人に説明する必要があると、ペーパーにより行

う必要性があるんじゃないかと思うんですけどその点はどうなんですか。 

企画総務部 昇給といいますか、会計年度任用職員は、1 年雇用でございますので、

経験加算という形にさせていただいております。事実上昇給ととらえてい

ただいてもいいかと思います。１年ごとで優秀優良な勤務成績であった場

合は、次年度契約更新の際に、一定の経験給加算をさせていただきますと

いうことを申し上げております。ただしこれには上限を設けておりますの

で、それ以上になる方につきましては現状維持という形になりますので、

それは御理解いただきたいんですけれども、それ、基本給に関しまして、

今回、会計年度任用職員制度が始まります時に現在いらっしゃる職員の皆

様方には、丁寧な説明が必要だということで、細部にわたって、御説明を

させていただいたんですが、給料に関しましては予算も当然ございますし、

均衡バランスということもございますので、書面をもってですね、こうな

りますよというようなことは申し上げておりません。ただし、計画の人件

費に関しましては、書いたものをごらんになっていただきまして、本決定

ではないのでお渡しはできませんけれどもというお断りの上で、4 月から

の人件費につきましてはペーパーでごらんにはなっていただいたところで

ございます。 

恒田委員  そしたら本人さんを確認してるということでとったらいいですね。 

確認をして、承諾をして、任期付きであれば、1年目か 2年目にかかる方

もあるんですけども、その方達も一応は了解をしてると、それで令和 2年

度に入るっていうことでいいですよ。それと、上限というのは 25 万円で

すかね、どうなんですかね。 

企画総務部 了解いただいたと考えております。それにつきましては、今現在、御意

見もいただいている職員の皆様方に は、継続の意向確認をとっておりま

す。それにつきましては、会計年度任用職員制度の説明をした上で、継続

意向につきまして職員の意向を確認しておりますので、そこで、継続の意

思を示していただいた方につきましては、御了解をいただいておるという
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ふうに考えております。上限は職種によって違いますので、これにつきま

しては一概に言えないんですけれども、規則のほうには、初任給と上限の

等級と号数を掲げておりますので、それに関しましては、お示しをできる

と思っております。 

恒田委員  特別のお医者さんであるとかという、政策官を含め、外としてですね、

一般職の上限は幾らですか。 

企画総務部 一般事務職の上限でございますが、一級の 25号給をという形にさせてい

ただいております。今、詳しい金額のほうですね、持ち合わせておりませ

んので金額は、後ほどご提示させていただきたいと思うんですが、この基

準につきましては、大学卒業、新入職員程度を上限とさせていただいてお

ります。 

田村委員  28ページの研修費のところなんですけれども、以前、市民や議会のほう

にもどのようなところに行って何を学んだかという情報を公開していただ

けるという御返事をいただいたと思うんですけれども、具体的にいつごろ

までに、それを御準備される予定なのかっていうのを知りたいのと、職員

の間で回しておられるような資料も存在するというふうに聞いたんですけ

れどもそれをそのまま公開されるのか、それとももっと発展した形で公開

することを考えておられるのかそのあたりをお聞きしたいです。 

企画総務部 今準備を進めておりまして今年度中には公開をしたいと思いますし、そ

ういった研修の資料についても来年度以降、順次、公開できるものについ

てはホームページのほうに掲載をして共有していきたいと思っています。 

安井委員  説明資料 34ページの総務費のところの国勢調査の件なんですけども、そ

の調査員の確保のための予算っていうのが出てるんですが、これは何人分

というふうに理解したらいいんでしょうか。 

企画総務部 この統計調査員の確保対策事業につきましては、国勢調査にかかわらず、

その他、市が実施する統計調査の調査員の確保でございますけれども、現

在、県から示されている人数が 120名程度ございますが、現在登録がある

のが 50名程度でございます。 

本市の場合は、割り当て数の割には統計調査の数が少ないですので、現状

の 50 名程度、若干、数名程度ふえるぐらいが適正な数と考えております

ので、おおむね 60名弱を目途としておるところでございます。 

栗山副座長 ちょっと確認なんですけど、先ほど言われてる会計年度任用職員という

のは、これは、年度だけということで、パートタイムということでよろし

いですか、非正規職員というようなことでよろしいんですか、解釈は。 

企画総務部 会計年度任用職員につきましては、フルタイムとパートタイムと両方お
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ります。地方公務員法上の、一般の職員というような形になりますが、あ

くまで臨時職員でございます。 

企画総務部 先ほど恒田議員の御質問のところで、上限の一級 25号俸、現在の減額で

ございますが 18万 700円ということでございます。 

 

 

【主な説明】 

創造都市課 企画総務部   別紙のとおり（資料 ３） 

 

【主な質疑】 

安井委員  公共交通対策事業なんですけども、4 月から本格運用ということなんで

すが、今、されてなかった村雲とか福住は、本格運用になってもされない

ということなんですよね。今までされたとこを、同じようにするというふ

うに理解していいんでしょうか。 

企画総務部 基本的には、この 2 年の動きをそのまま本格に持ってこようとしており

ます。ただ、公共交通といいますのは状況が常に変わっていくものと考え

ておりますので、毎年毎年、本格運行をスタートすると言いながら、ＰＤ

ＣＡを回していくと。これから、新たな取り組みがなされる地域とか、そ

ういったことも想定しております。 

安井委員  ということは、地元からそういう動きがない限り今のままっていうふう

に考えていいということですね。 

企画総務部 今、基本的にはそのように考えております。 

田村委員  15ページの地域ラボ使用料なんですけれども、日置の地域ラボ利用者負

担金が 12万円程度とのことですけども、これはほかの、西紀南、大芋とは

違う条件のようなものがあるんでしょうか。それと、地域ラボのそれぞれ

西紀南、大芋、日置、たしかリノベーションされてると思うんですけどそ

れぞれにかかった経費というのはいかほどだったんでしょうか。 

企画総務部 日置の利用者負担金といいますのは、地域ラボは条例で使用料を月額 2

万円と定めております。ただ、ここの場合は使用者がカフェをされてまし

て、そこに特殊な機械といいますかオーブンを設置されてます。ベーカリ

ーカフェになってますので、その 2 万円を超える部分の、電気代というの

が主なものになるんですけれども、特別の負担金ということで想定をして

おります。それぞれの地域ラボのリノベーションの経費でございますけれ

ども、今、正確な数字を持ち合わせてないんですが、地方創生拠点整備交

付金という交付金を活用して平成 29年度、改修しました。西紀南と日置に
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ついては、それぞれ約 1,500 万円で計約 3000 万円、その 2 分の 1 が交付

金になります。大芋については、約 200万円ほどだったかと記憶しており

ます。 

安井委員  公共交通対策事業の件ですけど、乗り合いタクシー停留所看板 30カ所っ

ていうのは、これは、乗り合いタクシーのところに停留所の看板をつけな

きゃいけないっていうことに理解したらいいんでしょうか。 

企画総務部 乗り合いタクシーは、今も停留所がございます。それが平成 14年から設

置をしたものでございますので、雨風等によって、かなり浸食が進んでま

す。これをやりかえるということで予算の計上をしております。 

安井委員  ほかの地域のコミバス停留所なんかは、今のまま使えるというふうに理

解していいんですか。 

企画総務部 コミュニティーバスの、その停留所については、基本的には神姫グリー

ンバスが設置ということになっておりますので、グリーンバスのほうで直

します。 

恒田委員  丹波篠山ふるさと応援寄附金事業のふるさと納税事務委託料なんですけ

ども、予算の組み替えかと思うんですけども、昨年は、8031万 9000円だ

ったと思うんです。今年は、2157 万 1000 円、1 番上の報償費が 4526 万

8000円あるんで、それを合計したら、という数値になろうかと思うんです

けども、昨年よりも 1500 万円ぐらい少ない。その辺の予算はどうなるん

ですかね。多分、見込みは同じぐらいの数字かと思うんやけども。 

企画総務部 予算案のほうの組みかえによりまして、昨年度、委託料で組んでおりま

した予算のほうを、記念品代と送料、あと事務委託料というような形の三

つに細分化しております。 

恒田委員  ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動推進事業の報償費のところで、定

住促進をもっと進めるということで、定住促進推進員さんの謝金で、各自

治会に 1 人ずつお願いしょうということと思うんですけども、規模によっ

て、住吉台であれば、1000軒を超える、そして日置のほうでは 2軒という

ような自治会があるようですけども、その辺のすみ分けをもう少ししない

といけないんじゃないかと思うんですけどどうなんでしょうか。 

企画総務部 確かに事業規模で大きく差があるということは認識できるところでござ

いますけれども、それぞれの地区の中でどういう形を取り組んでいただく

か、空き家がどれぐらいあるかとかっていうような、定量的な部分で、今

言われるような部分もあろうかと思いますけれども、定住促進員さんにつ

きましては、今、そういう細かな話というよりも大まかな意見、合意形成

なり、推進をしてほしいというようなことでお願いをしておりますので、
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それぞれ、無理のない範囲でやっていただいているということで、現段階

では、1地区当たり 1万円というような設定をさせていただいております。 

今後、いろいろ活動をしていただけるところと、そうでないところも実際

ございますので、そういったところに応じて、今後検討させていただきた

いなというふうに思います。 

恒田委員  理解するとこですけど、今、市内で 10軒未満の自治会ってどれぐらいあ

るんですか。1番少ないんで二軒と思うんですけど。 

企画総務部 正確には把握を私どものほうではできておりませんけれども、小規模集

落の検討会等を市民協働課のほうでされてる情報を、聞いているところで

は 10から 20ぐらいではないかというふうに認識をいたしております。 

河南委員  今の推進員の関係で、温度差があると思うんですよね、名前だけ挙げと

いたらそれでええというようなところと、積極的に活動されておるところ

との温度差があると思うんですけど、その辺の実際報告っていうんか、把

握されてるのかどうか。1点お伺いします。 

企画総務部 今回予算のほうで 260自治会で基本的には、定住促進推進員というの設

置をして、それぞれの地区で取り組んでいただきたいということでこれま

でからもお願いをしてきております。ただそういう形で、御協力をいただ

けているところは現実的には  220 ほどの自治会ということで、御指摘

のように、やろうということで前向きなところもあればそうでないという

のも現実問題として、ございます。220 の自治会のそれぞれの推進員さん

には年度末に、おおむね この 1 年間で、どれぐらいの方が、その地域の

中に転入してこられたのか。あるいは空き家がどれぐらいあるのかってい

うようなことを、それぞれ調べていただいて調査をいただいてそれは、1

年間の活動を踏まえてということで結構ですけれども、できる範囲の中で

まず教えてくださいということで調査等をお願いをしております。 

こちらのほうが 220に対して、180ぐらい上がってきておりまして、その

報告書をいただいたことを一つの根拠といたしまして謝金のほうをお支

払いをさせていただくというような形をとっております。ただそのお金を

支払いをするということが、この事業の目的ではございませんので、来年

度に向けましては、もう少し丁寧なやり方あるいはどういうことをこの推

進員さんにお願いをしないといけないのかというようなことを、しっかり

と説明していきながら進めていきたいというふうに考えております。 

河南委員 そのようにしていかへんだら、ただ補助金の垂れ流しみたいな格好になっ

てしまうんで、やはり推進員さんとのやりとり、これをきちっとしてとして

フォローしていくことが大事じゃないかなと思うんで、その辺、きちっとフ
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ォローしてもらってやってもらうように、これ、ことしは取り組んでいただ

きたいというふうに思います。それと 1 点お伺いするんですけど、地元就職

促進費に新卒者就職支援奨励金っていうのがあるんですけども、ことしでみ

ると、就職時が 5 万円で、1 年経過後にまた 5 万円というような形になっと

るんですけど、50 人と 47 人、これ例えば、1 年目で就職して 5 万円もらっ

て、その後やめたら、今どういうような対応されとるんですか。 

企画総務部 この新卒者就職支援奨励金の要綱では、入社時に 5万円、1年経過時に 5

万円の申請を 2回に分けていただいております。令和元年度ですと、48人

の方が第 1 期の申請をされておりまして、4 月以降に、第 2 期の 5 万円の

申請をされることになるんですが、3 割程度はやめられる方がおられます

ので、最初の 5 万円の分をもらっていただいて、2 期目の申請はないとい

う方も当然、出てきます。 

河南委員  だから、そういうことになると、入って 1カ月で、市内の企業に 1カ月

勤めのこれは勤まりませんということをやめても、5 万円は、返還せんで

もいいと、こういうような理解いいんですね。 

企画総務部 5万円は渡し切りということになります。 

河南委員  その辺、1 年は勤めないと返金してもらうとか、何かやっぱりその方法

も考える必要があるんじゃないかなと、こんな思いがするんです。それと

もう 1 点、去年も言わしていただいたんですけど、企業振興・誘致促進費

で、やはり立地支援センターなんかもうちょっとこう、通って、新しい情

報をこういうのを収集する必要があるんじゃないか。既にも、中国もああ

いう状態で、もうあしたからでもこっちに引き揚げたというような企業が、

こっちの企業に増設をしてくれというような企業が出てきとるみたいな、

その辺の情報はやっぱりこの年に2回、6万2000円とかいうんじゃなしに、

今、ちょっとそういう企業に動きが出てきとるんで、その辺を情報収集す

ることが、企業立地をしていくのにその辺のことが非常に大事じゃないか

思うんで、その辺、検討されたらどうかと思うんですけどどうでしょう。 

企画総務部 立地センター等との連携につきましては昨年もお声をいただきました。 

その結果、令和元年度の予算につきましても、研修の旅費とそれから、研

修負担金、こういったものを組ませていただいておったんですが、先日の 3

月補正の際に、現在の進捗が非常に、いろいろと好転をしている企業等の

お話がございますので、そちらのほうに力を入れさせていただいたという

ことで、今年度につきましては、一旦、落とすというような形で、補正予

算のほう、減額させていただいております。来年度につきましては、まず

はこの、旅費とそれから研修のほうで対応させていただきたいと思います
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し、当然そういうつながりをもとにしまして、立地センターとの連携強化

あるいは兵庫県のサポートセンター等もございますから、そういったとこ

ろとの連携も深めながら、目の前のことだけではなくて次のことも考えな

がら、進めていきたいというふうに思いますので、御理解いただければと

思います。 

河南委員  それ非常に大事なことだと思うんですけれども、今現在、鋭意まとめられ

るようにやっていただければ。来年からそういうような取り組みも結構だと

思うんです。 

安井委員  農工団地の篠山中央地区のほうは 1社が入ったけども、残りの区画には、

これを見てると、誘致をしていくというふうに理解していいのか。それと、

犬飼・初田地区のほうはまだ全く、具体的な社名までは上がってないわけで

すし、以前、その誘致のためにスマートインターチェンジが近くにいるんだ

とかいう話が出たんだけど、その辺のことは今どうないなってるのかってい

うことをちょっと説明願いますか。 

企画総務部 篠山中央地区につきましては、現在、関心を寄せていただいてる企業と

調整を進めておりまして地元調整を進めながら、展開をしているというとこ

ろでございます。こちらの希望的なことも含めて、観測ということになりま

すが、できるだけ近いうちに、企業進出に向けた、お話が皆様にもお伝えで

きたらなというふうに考えているところでございます。それから犬飼・初田

地区のほうにつきましても、全区画ではございませんが、一部の区画につき

まして、水源調査とか、そういったことをしたいというような、関心を寄せ

ていただいている企業もございますので、そういったところと連携しながら

あるいは地元の御理解もいただきながら、必要な調査等の協力を進めて、最

終的には誘致に努めていきたいなというふうに考えております。スマートイ

ンターの件につきましては、前回の話があったときには、全区画を一気に操

業するというようなお話でございましたので、市としても、何らかの方策が

要るのではないかというようなことも検討を重ねてきておりますけれども、

現段階ではそこまでの需要が今のところ、まだはっきりしてこないというこ

とで、現在も研究の途中というようなことでございます。 

安井委員  状況が非常にわかりやすく説明いただいてよかったと思うんですけど。た

だ、犬飼・初田地区なんかにおきましたら、実際その近く行ってもどのあ

たりまで区画かっていうがなかなかわからないような状況なんですんで、

ぱっと見たらただの区画整理されてない農地にしか見えないわけでして、

例えばその横を福知山線が走ってるわけですから、電車の窓から見てここ

は企業誘致をやってるその農工団地なんだよっていう、そういう看板って
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いうか、そういう社会的認知されるようなことに対する動きっていうのは

ないんですかね。 

企画総務部 看板の設置につきましては前回からもいろいろと御提案をいただいてお

ります。ちょっと遅くなっておるんですが実は今年度予算の中で、令和元

年度予算の中で予算を組んでおりまして、地元のほうにも投げかけながら

今現在進めておりまして年度内には設置をさせていただく予定で進めてい

るところです。 

栗山副座長 企業誘致の犬飼・初田地区の件でちょっとお聞きしたいんですが、例え

ば企業が進出するというときに、田んぼであると。その場合の企業が進出

するためその土地を買収するようなことになると思うんですが、資金があ

ると思うんですが、例えば、坪単価幾らぐらいで、購入できるというよう

な、地元の地権者との話は、どのようになってるんですか。 

企画総務部 篠山中央地区と犬飼・初田地区で若干状況が異なるんですけれども、篠

山中央地区につきましては、従前から、同坪単価は、価造成費を含めた形

で大体 2 万円ぐらい要るんじゃないかというようなことで、広告を打って

まいりました。現立地企業の進出が目に見えてきた形の中で、昨年の 3月、

2 月の終わりに、その辺を地元と協議をしていただきまして、坪単価で 1

万 1000 円ということで現在進めておりまして、新たに検討いただいて企

業につきましても、当然ですが同額で、今現在進めていただいているとこ

ろでございます。犬飼・初田地区のほうにつきましては、現段階では明確

に決まったものはございませんけれども、新しい企業を誘致をして交渉し

ていく中でも当然必要になってきますので、早急に決めていただきたいと

いうようなことを地元のほうにもお願いをしているところでございます。 

隅田座長  今、坪単価 1 万 1000 円ぐらいだけど平米単価ではなくて、その前に延

べ 2万円、造成費用がかかるというふうな、整合性とれとるんですかね。 

企画総務部 広告を打ったときには、平米当たり造成費込みで大体 2 万円ぐらいいる

というような見込みで進めてきたところですけれども、実際に売買とか実

勢価格ということを考えたときに、地元の方にそういったことを御説明し

ていただきながらあるいは企業さんの御希望聞かしていただきながら、最

終的には坪あたり 1万 1000円ということで現在決着を見ております。 

栗山副座長 そしたらそれは篠山中央地区ということで、聞かしていただきまして、

犬飼・初田地区まだ決まっとらんということですけど、篠山中央地区の単

価がある程度、基準的になるんじゃないかという気がいたしております。 

私の知っとる、企業さんに話が、進出したいという話も土地を探している話

もあるんですが、例えば坪 1万円ぐらいやと、三木のほうで取得したという
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話も聞いておるんです。例えば篠山でそういうことが可能かどうかは、課長、

どうでしょうか。 

企画総務部 先ほど申し上げましたように、篠山中央地区の場合に坪単価が 1万 1000

円ということでございます。近隣の実勢価格というか売買実例であります

とか、それから農地の売買状況、あるいは固定資産税の評価、こういった

ものを考えたときに、今御指摘いただきました 1 万 1000 円、あるいは 1

万円程度っていうのは、妥当なところだというふうには思います。ただ、

権利者の方から見ますと、これまでの感覚でありますとか、あるいは、私

ども行政が間に入ることによって、公共事業としての売買ということにな

った場合は、その価格で本当に適正なのかあるいはもう少し高くで買って

ほしいという思いはいらっしゃると思いますけれども、民々の売買という

ことになりますと、今副座長がおっしゃっていただいたような金額という

のは、おおむね妥当なラインではないかというふうに考えております。 

栗山副座長 今すぐというこれ話ではないんですけど、3 年か 4 年か、国との相手の

仕事らしいんので、はっきりしたこと言えないけど、探しとるということ

は事実なんで。具体的にあればまた話も、進めたいと、伝えたいと思って

おりますんで。 

安井委員  説明資料 19 ページのチルドレンミュージアム管理費のワークショップ

棟空調更新工事なんですが、1100 万円以上かかるというのは結構高いなと

いう感じを受けるんですけど、このあたりのことにもう少し詳しく説明を

お願いできますか。 

企画総務部 ワークショップ棟は、チルドレンズミュージアムが開園するときに新た

に建てた、山側のものでございます。その時から空調というのは一切更新

をしてこなかったんですけれども、その当時に、導入をして使っていた冷

媒のガスが、そろそろもう使えなくなるということから、新たに更新をす

るということで計画をしております。 

恒田委員  ふるさと大使事業について、ふるさと大使さんのことについて大変丹波

篠山市の応援をしてもらって、いろんなところで、ＰＲ活動してもらって

ると思うんですけども、どんなことをされているのかちょっとお尋ねした

いんです。特に、今年度は、5 月 1 日が丹波篠山市になったんでもっとも

っと丹波篠山っていうのを広めて行って丹波篠山を盛り上げていってほし

いと思うんで、この 1 年間ぐらいのことがあれば、例があれば教えてほし

いんです。 

企画総務部 今年度の大使さんのお仕事につきましては、5 月 1 日のイベントのとき

に、登壇していただきましてメッセージいただいたりとか、ステージイベ
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ントのほうに参加していただいたり、またちめいどさんにつきましては丹

波篠山の歌をつくっていただいたりというような活動をしていただいてお

ります。また自分のパーソナリティでラジオを持っていらっしゃる大使さ

んにつきましては、丹波篠山市のＰＲ、イベントの紹介などをしていただ

いております。また、他の係になりますけども、ビデオ大賞のほうの司会

のほうを熊谷奈美さんのほうにお世話になったりですとか、そうした活動

のほうをしていただいております。 

恒田委員  活躍は今の言われたのは、多分僕も知ってる範囲なんですけども、ほか

の方で、もっと市内じゃなくって、ＰＲなんで丹波篠山市の、もっと外で、

先ほど言われた放送であるとか、いうときに丹波篠山っていう言葉を使っ

て何か、いろんな事情があるんやけども、もっと協力をしてもらえれば。 

文珍さんなんかは、今、団長さんなのでもっともっと、丹波篠山で売り込

みをされた方なんで、コマーシャル、ＰＲをしてほしいなと思うところで

す。 

安井委員  総合計画策定事業の印刷製本費で 68 万 2000 円上がってるんですけど

も、これも概要版とか、ちゃんとしたほうと両方出ると思うんですが、そ

れぞれ何冊ずつぐらい作成する予定なんですか。 

企画総務部 本編については、500 冊を予定しています。概要版については、全戸配

布できるぐらいの数と考えております。その形を広報挟み込みにするとか、

そういったことで周知できないかなというふうに考えております。 

安井委員  ということは 68万円というのはこれ両方の金額であるということで、広

報挟み込みの場合は広報のほうの費用になってしまうんですか。 

企画総務部 広報挟み込みについてはその担当の課でその部分の経費を持つというこ

とになっております。 

河南委員  先ほどから土地の値段が出とったんですけども、犬飼・初田地区のほう

でも、基本的に当事者が買い取るということですけど、これを一旦市が公

共として買い上げて、そして事業者に渡すと、買ってもらうということを

すると、地権者には、免税措置がありますわな、公共に提供したらそれだ

け高く売れたことになると、税金を払わなくていいだけ。市には入りませ

んけど。だからそういうことも一辺視野に入れて、一旦、話が決まってき

たら市が間に入って、市が買って、そこに買ってもらうというようなこと

も考える必要があるんじゃないかと思うんです。その辺の考え方はいかが

でしょうか。 

企画総務部 税法上のメリットにつきましては両地区ともの農村地域産業導入促進法

の法指定がかかっておりますので、一定の税金の所得控除というのがござ
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いますので、現在でもございます。議員のほうから御提案のように、市の

ほうが間に入ってということになりますと、どうしてもやっぱり単価設定

の際に、価格が上がってしまう懸念もございますし、あるいは市のほうが

一旦抱え込むということでのリスクっていうのも出てくるかと思います。 

さらにはその財源をどういう形で用意するのかというようなこともござい

ますので、実際のやり方としては、市のほうが一旦抱え込んで、販売をす

るというほうが、一般的な企業誘致だという認識も持っておりますし、あ

るいはそのほうが私どもとしても動きやすいの事実でございますけれど

も、今現段階では、いろんな手法がある中で市のリスクを負担リスクを減

らすというようなことも含めて、現在の手法とらせていただいております。 

河南委員  その辺も話が具体的になってきたらそういう方法もね、一時的にだったら

土地開発公社の土地開発基金から確かあったと思うんですけど。そういうよ

うなものを利用して、できるだけ向こうが来やすいような条件をね、市がち

ょっと苦労してでも来やすいような条件を整えてやるということも大事だ

と思うんで、その辺も、含めて考えてもろうたら結構かと思いますんで、以

上。 

安井委員  丹波篠山ふるさと応援寄附金事業のふるさと納税のことなんですけども、

1億 5000万円ぐらいのふるさと納税を期待してるということなんですが、例

えばその返礼品とかそういう、去年と比べて、ことしはどうなのかと。 

要するに、何かそういうことしはどういうふうな返礼品にしようとしている

のかとか、その辺、ふるさと納税をふやすために、今、担当課としてはどう

いうふうなことを考えているのか、その辺の説明をもうちょっとしていただ

けませんか。 

企画総務部 今、当市のふるさと納税の課題といたしましては寄附単価が低いという

課題がございます。黒枝豆とか農作物が中心なんですけども、そちらの季

節によって左右されるということと、1 万円に対し 3000 円ぐらいの寄附

を、返礼品をお渡してるんですけども枝豆自体も 1000円、2000円ぐらい

の商品ということですので寄附単価なかなか上がらないということで、来

年度のほうは、この 3 月に商品を提供していただいてる業者さんの説明会

を開催するんですけども、業者さんのほうとも協力しながら寄附単価の高

い、やはり商品のほうの開発っていうのを考えていきたいと思っておりま

す。今年度の 12月に、1社と協力しましておせちのほうをしたんですけど

も、こちらのほうは完売するというような形ですのでそういった、3 万円

の商品だったんですけども、そういった形で額の高いものというのを考え

ております。あと、やはりブランド力のある肉ですとかそういった商品に



23 

 

つきましてやはり寄附が集まるというようなことと、家電商品ですとかで

すね、国ほうは家電のほうと、商品としてはだめというような形で行って

おりますけども、10万円以下であれば、その辺のことはちょっと緩和され

てるという部分もありますので、そのあたりの商品があればと、いうふう

には考えておるんですけども。N ユーザーに渡しできるような家電商品っ

ていうのを使ってる市内業者さんが余りありませんので、そういったこと、

ちょっと方面での開発が難しいというのもありますので、観光商品ですと

か、そういったものであれば単価の設定がしやすいというのもありますの

で、そういった商品の開発などを、来年度していって寄附単価を上げてい

くというようなことを考えております。 

安井委員   私は家電というのは、余りよくないかなという気がするんです。総務省

の方針を考えると、やはりこの地域の独特の特産品的なものを返礼品とす

る、しかも 3割という総務省の意向っていうのにも沿っていかないといけな

いと思うんです。今、最後におっしゃったその観光という感じのもの、宿泊

券とかそういうのも含めてかなと思うんですけど、やっぱりそういう、この

地域独特のもので、返礼品に魅力のあるものを、しかも単価が高いものをぜ

ひ加えていただいて、考えてやっていただければと思いました。 

これは意見ですけども、よろしくお願いします。 

栗山副座長 空き家活用事業についてなんですが、1 番下のとこで空き家改修補助金

として 7 件、350 万円これ書いてあるんですが、そうしましたら 1 件当た

り 50万円ぐらいの改修になるかと思うんですが、重伝建地区であれば国の

ほうの補助金が 800万円近くあるかと思いますが、いろいろ条件はついと

るんですが、一般のこれ価格だと思うんですが、この場合は空家との改修

について、これはどのような条件があるのか。 

企画総務部 １件 50万円の補助金につきましては、空き家バンクの登録物件に対して

の補助金のほうになっております。工事費の制限が、下限がございませんの

で、もう一つ、県の随伴のほうで実施している空き家改修補助金のほうにつ

きましては下限が 100 万円となっておりますので、工事費の大きいものに

つきましてはそちらのほう活用していただきまして、そこまでの費用をかけ

て改修することでもないというような軽微な改修につきましてはこちらの

ほう活用していただいているというような状況です。 

栗山副座長 例えば、その物件を使いたいとか、移住者がですね例えば、そういう方

がある場合に、改修費用というような問題が出てくるんですよね。結局は、

潰すのかというようなところもあるんですけど。そういう、ことまで対応し

ていただけるんですか。具体的にはどうなんですか、空き家バンク登録とい
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うことが条件にありましたですが、その辺も含めて。 

企画総務部 空き家改修補助金につきましては、市のほうの空き家バンクに登録をし

ていただいてそれを購入いただく、あるいは借りていただくという方が、自

分たちがこれから住む、あるいは活用するのを前提にしたときに、必要な改

修が発生する、それに対して助成をさせていただくという制度でございます

ので、当然これから活用していただくのが前提となるような改修費用につい

て、1口当たり 50万円を助成させていただくという内容になっています。 

栗山副座長 そうしましたらバンクにまず登録するということが大前提となって、そ

れから今言われたように、50 万円の市の補助金を活用させていただくのか

あるいは県のほうの、仮に 100 万円ですか、そういうような、どちらかと

いうような、選択肢もあるというようなことで、その辺で進められるという

ことですね、空き家バンク登録するということで、市内にそういうような、

協議会の方はいらっしゃるわけですねその空き家活用、ＮＰＯ法人ですか。 

空き家の流用流動化についても、いろいろ研究されておるんです。その方の

意見もいろいろ聞いたりしとるんで、空き家活用が、市内でいろいろと進ん

でいくことが、やはり今後、丹波篠山市の発展につながると思うんで、その

辺の取り組みを今研究はさせていただいておりますんで。これで終わりま

す。 

恒田委員  説明書 20ページ。人材確保なかなか難しいと、市内企業がおっしゃって

る、前々からそうなんですけども、もっと市内で足りないんであれば、結構

最近は、地元就職は多いんですと聞いてるんです。それでもまだ難しいんで

あれば、Iターン、Ｊターン対してですね、都市部でそういう活動するとか

そういうことはどうなんでしょう。もうされてると思うんやけども、積極的

にするべきじゃないかなと思うんですけど、足りないんであれば。 

企画総務部 おっしゃっていただいてるとおり、現状、市内の高校生が地元就職を、

市内企業に就職するというのは、30人程度に推移しておりますので、圧倒

的に、市内企業の人材を充足するまでには至っておりませんので、御指摘

のとおり、市外からの呼んでくるということについても必要だということ

で認識をしております。今現在ですけども、やはりその進学等で市外へ出

ていたまま、都市部のほうで就職される方が大半であるような状況もあり

ますので、現在としては地元就職の応援サイトの中で、ラインを登録して

いただくと、地元の企業情報なんかを定期的に送れるようなシステムがご

ざいますので、高校から大学等に進学される方については、そのラインの

登録をできるだけしていただいて、大学に進学いただくような取り組みを

進めている状況でございます。 
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恒田委員   だから地元出身者わかるんですけども。それでもまだ足りない状況です

よね。多分。市内企業は。だからもっと、近隣の町から、丹波篠山市に働

きに来てもらうようなことをすべきじゃないんですかって言ってるんで、

県民局単位では、丹波圏域で柏原で事業紹介なんかされてますやんか、も

う少し広いエリアでしたらどうかっていうことを言ってるんですけど、ど

うですか。 

企画総務部  まず、ターゲットとして、高校生とそれから大学以上の一般の方と、二

つ考え方があると思います。高校生の方につきましては主に企業さんと学

校ですね、そちらの間の中で、指定校推薦のような形で、そういう関係性

を持った中での、実際の求人が多いというようなことになりますので、な

かなか市外の高校あるいは市外の高校の卒業生の方に、アプローチをかけ

ていくというのは、なかなか難しいところがあるのかなというふうに考え

ておりますが、その辺のことにつきましては研究を進めていきたいという

ふうに思います。もう一つの大学生以上の方につきましてですけれども、

実際になかなかそこまで県民局あるいはハローワーク単位でも行ってい

るので、十分な活動ができてない状況ではありますけれども、今年度の一

つの事例といたしましては、阪神間、尼崎のほうで、尼崎のハローワーク

と連携をして、そういう説明会の開催をするというようなこともさせてい

ただいたり、あるいは就職の合同説明会なんかに企業さんが出席をいただ

いたりというようなこともできるだけを進めておりますので、そういうこ

とをどれぐらい、市のほうとして市のレベルでどれぐらいできるかってい

うのにつきましては、まだまだ不十分なところありますけれども研究して

進めていきたいなというふうに思います。 

田村委員    企業誘致に関することなんですけれども、昨年、委員長のほうからもサ

テライトオフィス、我々総務文教の視察に行かせていただいて、提言があ

ったかと思うんですけれども、昨今のコロナのことで在宅ワークというこ

とが緊急事態ということで日本だけではなく、海外でもたくさんの方がそ

のように働かれております。余り生産性が落ちずに、よさというところが

際立ってきているところかと思うんですけども、サテライトオフィスの誘

致への取り組みというか、何か進捗といいますか、そのあたりを聞かせて

いただけたらと思います。 

企画総務部  市内の中でサテライトオフィスに特化する形で、誘致をするっていう

か、サテライトオフィスを誰が運営するのかということにもよると思うん

ですけれども、主に今企業振興室のほうでは、農工団地を中心としたとこ

ろに従来のやり方かもわかりませんが、大きな企業を呼んでくるというこ
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とがまずメーンになっておりますので、そちらのほうを中心にやっている

という状況でございます。そのほかにはイノベーションラボとかそういう

ような形で、小さなワーキングスペースとか、そういったものを展開して

いきながら、個々の事業者さんの方についての支援というのは市全体で考

えていかないといけないのかなというふうに考えておりますが、現段階で

サテライトオフィスに特化したような形の誘致っていうか、そういうもの

を進めているというところは、今のところはないという状況です。 

田村委員    無いということで、了承しました。イノベーションのほうの話が出てき

たんですけれども、日置でカフェをされて、パンを焼いておられるという

ことで 2 万円を超える電気代分の負担をいただいてるということなんで

すけれども、家賃 3万円で電気代やガス代などはこれ使い放題でやってお

られるということなんでしょうか。また、カフェのほう、1週間のうちあ

いてるのはどれぐらいの営業日数でやっておられるんでしょうか。 

企画総務部  まず地域ラボの家賃の設定の考え方ですけれども、1施設当たり 2万円。 

これはあくまでも起業していくためのステップアップということで、最大

の入居期間を 3年ということで、3年経てば、みずからのところにステッ

プアップしていってください、自分たちで新しいところで開拓をしていっ

てくださいという姿勢でございます。2 万円の内訳につきましては、一般

的な費用として、光熱水費、こういったものが掛かる費用として積算をい

たしておりまして、家賃そのものについては、今言いました企業を支援す

るというような立場から、その目的を持っておりますので、そこの部分に

ついては積算の対象にはなっておりません。ただですね日置の地域ラボに

ついては、想定を超えてその中で事業展開をされようというふうなことで

ございますので、特にかかわる部分につきましては、実費相当をちょうだ

いしたいということで来年度予算を上げているところでございます。日置

の営業日につきましては、週 4日間ということで 4月から木、金、土、日

営業するというふうに聞かしていただいています。 

田村委員    4月から、今まだ。 

企画総務部  はい、現在は、月、木、金、土というふうに聞かせていただいたと思い

ますけれども、来年度からは週末 4日間に変えていくというようなことで

聞いております。 

安井委員   説明資料 10ページなんですけども、子育て世帯定住支援補助金というの

が、3万円を 461人となってるんですが、この 461人っていう細かい数字

はどっから出てきた数字なのかちょっと教えてください。 

企画総務部 0 歳から 5 歳児までにつきましては今年度の実績見込みのほうを積算根
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拠としております。小学生中学生高校生につきましては、住民基本台帳の

ほうの重点地区にお住まいの子どもさんの数のほうを根拠に出しておると

いう数字になっております。 

安井委員  これは、重点地区だけの子どもさんだから、これは小学生までですか、中

学生まで。その辺もうちょっと詳しく。 

企画総務部 3 万円の補助につきましては重点地区の保育園に通っていない未就学児

さんと、小学 1年生、小学 4年生、中学校の全学年、高校の全学年に交付

という形で制度設計しております。それぞれの人数ですけども、0歳から 5

歳までの未就学児が 80人、小学 1年生が 50人、小学 4年生が 50人。 

中学 1 年生が 39 人、中学 2 年生が 47 人、中学 3 年生が 45 人、高校 1 年

生が 51 人、高校 2 年生が 52 人、高校 3 年生が 47 人という形で積算して

おります。 

恒田委員  いろいろ定住促進であるとか事業施策がされるわけですけどもこれによ

って、来年度末やね。人口増減、社会増減を含めて、どれぐらいの見込みを

されてるんですか。多分これできるだけ緩やかに人口減らさないでおこうと

いうような施策だと思うんです。人口ビジョンによってされた施策だと思う

んで、どれぐらいに見込みをされてるものか。見込みされてるはずだと思う

んです。必ず人口ビジョンじゃなくって、そして社会増減じゃなくて、そこ

へ持っていくんですよっていうはっきりした施策があって、いろんな定住促

進だとかされてると思うんです。どうなんですか、その点は。 

企画総務部 実際に創造都市課で把握している数字っていうのは住民基本台帳をベー

スということにはなっております。そこの部分は御理解いただきたいと思

います。今現在の 2 月末の人口が約 4 万 1200 人ぐらいということで、来

年度末ということであれば、現段階ではおおむね見込みとしては 4 万 700

人ぐらい。500人ぐらいの減というのを見込んでいるところです。 

 

 

■議会事務局 

日程第１ 議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

 

議会事務局長 挨拶 

【主な説明】 

議会事務局  別紙のとおり（資料 ４） 

【主な質疑】 

安井委員  5 ページの需用費のところなんですけども、消耗備品の中に、議員賞と
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いうのがあるんですが、これ、改選ごとに別に新しく配布をしてもらわな

くても、新人の方にだけ配付すりゃ済むんじゃないかなと思ったりもする

し、どうなんですかね。毎回、今まで、先輩の議員に聞いたら、配布して

たみたいなんだけど、ほんまにこれ必要あるのか。それと、大きいのと小

さいのと 2 種類議員バッジがあるんですが、どちらかに統一してもいいん

じゃないかと思ったりもするんですが、その辺はどうなんでしょう。 

議会事務局 議員がおっしゃるとおり、その都度、配付させていただいてますし、大

きい小さいにつきましては、全国的につける状況のときがありますんで。 

それで、配布させていただいております。 

恒田委員  3 ページの 1 番下の委員会、所管事務調査のところで、これまでからも

こういう予算組みをされてるんですけども、各常任委員会は、6 人、議会

運営委員会は 8人、広報特別委員会は 6人とういう構成のはずです。 

議長がここに入られるんで、こういう枠組みになってるんですけども、そ

れやったら議長は、議長の交際費か何かのところに、1 名ずつ、予算上組

み替えをすべきじゃないかと思うんですけど。委員会は 6人。議会運営委

員会も 8人とはっきり決まってる。 

議会事務局  交際費はあくまで議会を代表して、議長が動かれる時の必要な経費です

んで、別枠で説明として、加えるのはやぶさかではないですけど、一応、

調査、に同行していただくということも、必要な経費と見て計上しており

ますんで、御理解いただきたいと思います。 

恒田委員   僕の個人的な意見で申しわけないけど、議長は違う、予算立てをするべ

きだと、委員会は 6人 8八人、6人とか決まってるんです。 

隅田座長  これは意見として、受けとめてもらったらいいと思います。 

恒田委員  同じページの講師謝金、丹波篠山市は、丹波市議会との合同研修会なんか

開いてるんですけども、これを見たらね年 2回。同じような形で合同の研修

会を取り組むという予定でいいんでしょうか。もう、されるつもりなんです

かね、単独でするかもわからないし。 

議会事務局 そのとおりです。 

恒田委員   5ページ、1番下ですね、防災ヘルメット、本会議場も特殊な場なので、

こういう設置は今後必要になろうかなと思いますけども、今現在私たちが、

議会事務局でそれにつけてあるヘルメット、多分耐用年数を超えてるんで、

その辺の考え方について説明願いたい。 

議会事務局 その点につきましては、また、確認をとってまた今後対応したいと思い

ます。 

恒田委員  余り使わないんで、外的なそういう損傷が見かけない場合は、耐用年数を
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超えて使ってる場合があるんですけども、耐用年数をもってるのは 5年のは

ずだと思うんで、一般的にされてるのは確認をお願いしたいと思います。 

 

■監査委員・公平委員会・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会事務局 

日程第１ 議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

 

事務局長  

【主な説明】 

事務局長   別紙のとおり（資料 ５） 

 

【主な質疑】 

安井委員  市議会議員選挙って、5600万円ぐらいかかって結構高いなと思うんです

けど。4年前は幾らぐらいやったんですか。 

事務局   平成 28 年度に執行させていただいております市議会議員選挙の決算額

につきましては、年度またいでおりますので合計金額申し上げますと、平

成 27年、28年の市議会議員選挙費、決算額が 3789万 7743 円でございま

す。 

安井委員  それと比べたら 2000万円近く、予算、多めに見込まれてるんですが、1

番大きな要因っていうのは、どこら辺でそんだけ金額が膨らんだとお考え

なんでしょうか。 

事務局   今、決算額申し上げたんですけれども、まず一つは、選挙公営など、実

際に活用されないものにつきましても、今回 25名の立候補を見込んでおり

まして、その方が、上限額全てを使うというような形での試算になってお

りますので、こちらが 1 番大きいかなというふうに思います。前回から上

がっている、見込んでおる経費につきましては、ポスター掲示場が前回は、

非常に、少なく見積もってましてですね市議会議員選挙のポスター掲示は

かなり大きい形状になりますので、作成運搬等かなり費用がかかるという

ところでの積み上げございます。また制度が変わったというところでは、

選挙運動用ビラの頒布が、今回の市議会議員選挙からできるようになって

おりますので、こちらの証紙であったり、ビラの印刷代、このあたりは、

純粋にふえているというところがございます。 

事務局   補足をさせていただきます。今の説明は、平成 27年 28年の決算額で、

予算額としては、27 年度と 28 年度で 5004 万円となっています。今回は

5800万円で、その差額は今申し上げましたとおりです。 
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■会計課 

日程第１ 議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

 

【主な説明】 

会計課  別紙のとおり（資料 ６） 

 

【主な質疑】 

安井委員  バンクサービスシステムの説明があったが、どのようなものか。 

会計課   口座振替データ処理や、毎月の支払いデータの処理システムのサービス

です。 

恒田委員  基金が 60 億円程度の運用がされているが、効率的に運用できているの

か。 

会計課   定期運用と一部債権運用に留まっているが、今後も公金運用会議の中で、

より効率的な運用に努めたい。 

 

 

■行政経営課 

日程第１ 議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

行政経営部 挨拶 

 

【主な説明】 

財政課  別紙のとおり（資料 ７） 

 

【主な質疑】 

恒田委員  5 ページになるんですか、性質別歳出の内訳。午前中にも総務課でも少

し質問させてもらったんですけども人件費が、今回の 4 月が始まる会計年

度任用職員制度、そして、職員の数字がですね 469人ですね。人件費に、

今後 3年ぐらいの間でおおよそ 3億円ぐらいふえてきてるんじゃないかと

思うんですけども、今後この財政としてどれの考えなのかお尋ねしたいん

ですけども、人件費に対して。 

行政経営部  確かに、人件費は、当初 450人体制であったところから増加します。 

これはまず、総務部、職員管理のほうとも協議をして調整をしております

が、なかなか人員の確保が困難であると。特に幼保職中心にということから、

増員という形になっておりますが、それが結果として収支見通し、将来見通
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しに対して影響がどうかということになりますと、間違いなく、経常収支を

上げておりますので、厳しくなります。それも含めまして、各課におきまし

て事務事業の見直しを行うように努め、人員を確保しつつも、収支バランス、

収支状況を確認し、健全に運営できるように努めており財政状況に影響はあ

るというのは事実であるため、経常経費の見直しを図っているというのが現

状でございます。 

恒田委員 先日ですね、ある会派の会派紙が出ていまして、身の丈に合った財政運営

をしないとだめじゃないかという言葉を書いてあったわけですけども。先ほ

どの 450人体制っていうんであれば 450人に合うような事業なり施策を進め

ていくっていう考えもあるんですけど、その点についていかがですか。 

行政経営部 職員の配置につきましてはちょっと当方では答えはしにくいんですが、

事業のあり方につきましては、事業の評価、見直し、あるいは予算のヒアリ

ング等つきまして、現状に合ったような見直しを、担当課とも話をしながら

進めております。 

恒田委員 そしてその中で構成比で少しお尋ねしたいんですけども人件費が、今回の

21％ですねこれ。全体の、ほかの自治体を、これぐらいの数字なんですかね

ちょっとほかの自治体の数値がよくわからないんで。構成比として、どの程

度あるものか、わかるんであればお知らせ願いたい。 

行政経営部 今回の 21％は、先ほど説明させてもらったように会計年度職員の人件費

も含まったものでありますから、単純にその分を対比できる表というのはま

だ公には公表されてませんので、例えば経常収支比率で人件費がどうである

かという表につきましては公表された部分がありますので、また後ほど議会

事務局のほうにお届けさせていただきます。（「平成３０年度市町村普通会計

決算の概要」資料提出済み） 

安井委員  個人所得に係る税収が 15番目くらいに上がったと思うが、そうした状況 

がどこに表れているのか。 

行政経営部 30年度のことであると思います。お配りした資料で言いますと、資料の

8 ページになりますか、今回の当初予算ということではございませんけれ

ども、資料で申し上げますと、30年度で税収が伸びてます。一方で、交付

税のほうで減っております。そういった影響としてあらわれてきます。 

河南委員 表の見方 7 ページで、ずっと、過去からの財政のあれ（合併債、市税、交

付税の推移）が入ってるんですけど。平成 21年で特例債がもうなくなってき

とるわね。それが今度は臨時財政対策債に変わってきとるわね。こっちがふ

えてきて、いうことですね。これがふえてきて、特例債がもう、使ってしも

ってこっちがふえてきてというふうに、臨時財政対策債がたくさんふえてき
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とる。また逆にこの臨時財政対策債がずーっと減ってきとるわね。これは資

産が減ってきたからこっちも、それによって、標準財政需要額が減ってきた

という理解でいいんですか。 

行政経営部 合併特例債につきましては、事業をしたことによる発行額ということで、

一方で臨時財政対策債については交付税の原資が不足することによって、

国と地方で、折半するということで、何か事業したから、ふえる減るとい

うことじゃなくて、事業とは別の交付税の補填のものということです。減

ってきてる要因につきましては臨時財政対策債、臨時という名前がついて

おるんですけれども、過去からずっと続いてきまして、国のほうでも大分、

地方でもそうですけど、残高がふえてまいりまして、できるだけ、発行を

抑制しようということで、減らす方向で来ておるのが要因です。 

河南委員  ということは臨時財政対策債が何ぼか減ってきたということは、普通交

付税のほうも何ぼかふえてきとるわけですか。 

行政経営部 交付税のほうを手厚くいただいてるということです。 

安井委員  6 ページの主な財政指標の中で、経常収支比率が令和 2 年度当初予算で

97.6 と、0.2％悪化しててほとんど 100 に近いなと思って、これはたしか

100 に近いと財政が硬直化しているというか、要するにそういうふうな指

標やったと思うんですけども、これの 0.2％悪化した要因っていうのは、

どの、何が効いてるんかというかその辺をちょっと説明をお願いできます

か。 

行政経営部 先ほど説明で触れさせていただきましたが、今回の増えたものとして臨

時的任用職員の支給額が増になったこと、あるいは人件費が増員になった

ことと分析しております。 

栗山副座長 実質公債比率が 16.8％。令和 2 年度、書いてあるんですが、あと、3 年

か 4年ぐらいももう一度、悪化するような情報をいただいておるんですが、

それは会計年度任用職員の関係することでしょう。 

行政経営部 先ほど、言っていただいたことにつきましては、収支バランスというこ

とで、歳入歳出のことと思います。実質公債比率ですけれども、特に大き

く事業をするということもありませんので、指数については下がっていく

という見込みをしております。 

栗山副座長 収支バランスのほうが、ちょっとぐあいが悪くなるということで、公債

比率についてはこのまま、減少傾向で続くという解釈でよろしいですか。 

行政経営部 おっしゃるとおりで収支バランスについては令和 3年 4年でいったんマ

イナスというふうな見込みをしております。 

栗山副座長 そうしますとバランスが三、四年には悪くなるということがマイナスに
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なるという、その要因は何ですか。 

行政経営部 いろんな要因があるんですけれども、一つは今回実施しております学校

の空調ですとか、その関係で物件費等がふえてまいります。それの関係も

ありまして、それに伴う公債費等、元金の償還が始まりますのでその関係

で悪くなるというふうな分析です。 

栗山副座長 会計年度という任用職員の期末手当とかそういう、人件費とは関係ない

わけですね。 

行政経営部 おっしゃってる会計年度任用職員につきましては昨年度の収支見通しの

ときにも一定額見込んでおりまして、その分は経常収支を出すに当たって

のマイナスの要因であるという説明をいたさせていただいておるんです

が、今回、その上に加えまして、今回学校の空調設備で地方債を活用させ

ていただいて、その分が 3 年間ほど据え置き期間がありまして、元金の償

還が始まってきます。その元金の償還が始まってくることによって、一定

額の支出が公債費の中で発生するということが、マイナスになってます。

ですから要因としては当然、会計年度任用職員の分も含まれておるという

ことです。 

恒田委員  17ページですね。三つの事業があるわけですが。その中で、財政管理費

ってのは、去年はなかったと思うんですけど、今回、91 万 9000 円上がっ

てきてるんですけども、去年はどのようにされたんですかね、事業という

のは、去年あがってなかったですけど。 

行政経営部 去年もこの科目は存在しておりまして、去年、この場所で説明させてい

ただいたときには、予算書を用いて説明をさせていただきました。今回、

予算説明資料で説明を通したほうがわかりやすいと判断して今回ここに加

えさせていただいたということです。 

隅田座長  いいですか。 

恒田委員  はい。 

栗山副座長 先ほど課長のほうから説明いただいたんですが、3 年か 4 年後の元金返

済の額が、一応年当たり幾らぐらいを見越しているのか。 

行政経営部 見通しにおける公債費ということですけれども、30年度とか、令和元年

度につきましては 20 何億円とかいう数字だったんですけれども、令和 3

年 4年について、令和 2年にかけて、一旦、19億円程度まで下がるんです

けれども、令和 3年、から 19億 4000 万円、19億 5000万円ということで、

少し返済額が上がるというふうに見ております。 

河南委員  1 ページ目の水道事業会計で、30 億 1000 万円がこれ、2 億 5000 万円

7.7％ほど、下がると。この要因は、何か説明ありましたか。 
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行政経営部 令和元年度水道事業会計において、資産減耗費を計上していましたが、

今回はないということから減額幅が大きくなっております。 

 

 

【主な説明】 

管財契約課 別紙のとおり（資料 ８） 

 

【主な質疑】 

安井委員  説明資料 27ページの需用費の中に、維持補修費の中に住吉台コミュニテ

ィー消防センター花壇ブロック修繕というのがあって、別に資料いただい

ているけども、私前見に行ったときにこれに書いてあるとこじゃなくって

テニスコートの横のところのブロックも外側に傾いてたんですけど、それ

は前の予算でいってるから、それは含まれてないというふうに理解してい

いんですかね。 

行政経営部 今言われてるのはテニスコートにかかる花壇のことだと思うんですけれ

ど、それについては地域整備課の公園担当のほうで今年度やるということ

で聞いております。 

恒田委員  18ページ歳入なんですけども。本庁舎等の使用料で、丹波杜氏酒造記念

館などってあるんですけど、ほかに何かあるんですかね「など」というこ

とは、杜氏会館だけじゃなくてほかにも収入がある会館があろうかと思う

んですが。 

行政経営部  丹波杜氏酒造記念館のほかに、西紀支所にある職業訓練推進協議会の

職業訓練センター、あと、大正ロマン館の裏側にあります北倉庫に部落解

放共闘会議という事務所ありましてそこの使用料も入っております。 

恒田委員  そしたらその収入として 134 万 6000 円あるんだということでいいんで

すね。それで、その充当先が、22ページの、こちらのほうに、丹波杜氏酒

造記念館ほかで、使ってて、155 万円使ってるという意味というふうに、

私は思うんですけども、先ほど、収入よりも費用が多いっていうのはちょ

っとどうかなと思っての質問なんです。結果的に言えば、収入は 134 万

6000円、でも、電気代、ガス代、上下水道代、丹波杜氏酒造記念館ほかで、

155 万 5000 円かかってるっていうことなんですけど、その辺の考え方は

どうなんですか。これ、収入よりも費用が多いということであれば、収入

のほうの、賃借料など、値上げしないといけないんじゃないかと思うんで

す。その考え方を教えてほしいんです。 

行政経営部 まず光熱費のことを言われてると思うんですけども、そちらにつきまし



35 

 

ては、例えば電気代でいきますと酒造記念館、ほかに大手前展示館、大手

前北の倉庫場と、城東倉庫等全てひっくるめて、108 万円ということには

なっております。使用料についても、減免している部分もあります。酒造

記念館の場合でいきますと、展示スペースあると思うんですけれども、あ

ちらについては、杜氏組合と契約してまして、全て光熱費を充てていると

いうわけではございません。 

恒田委員  そしたら光熱費、今、大手前展示館なども使ってるとしても減免してる

っていうことであれば詳細を後で資料として、お願いしたいと思います。 

意味がどれだけなのかわからないんで、記念館ほかって言われたら、よろし

くお願いします。 

隅田座長 よろしくお願いします。（追加資料提出済み。） 

田村委員 遠方の公衆トイレの改修工事ですけれども、これは、どの程度改修される

のか、全て変えるような工事になるのかっていうのをお聞きしたいのと、障

がい者用のトイレなんですけれども、障がい者が使うに当たって、近年、中

で何とか使えるけれども、車椅子で回転しにくいなどのお声を聞くのと、あ

とは他の自治体さんなどでは車椅子が中で回転しやすいように、かなり、今

までの部分を広くスペースをとっているようなトイレを設置されているよう

な例も聞きますが、この改修工事は、そのあたりは見込んで改修されるんで

しょうか。 

行政経営部 遠方のトイレの改修の件ですけども、外壁、屋上防水、並びに便器の改

修をさせていただきます。身障者用トイレですけども、既存のスペースが

ありますので、おっしゃられたように、新築ではないので、あくまで既存

のものを改修するということなんで、幅を広げるとか、そういうことはち

ょっと考えておりません。 

恒田委員  22ページの主な新規事業の業務で、今の遠方の公衆トイレもそうなんで

すけど、高城山駐車場整備、そして、旧雲部小学校駐車場の整備、遠方の

トイレとあるんですけども、これ管財課で費用持たないといけない項目な

のか確認したいんですけどね。高城山駐車場は商観か地域整備、そして雲

部小学校は教育委員会、そして遠方公衆トイレも、地域整備じゃないかと

思うんですけど、その点の考え方どうなんですか。そして福住の波々伯部

神社のどっか横につくった駐車場プラストイレの管理はどこがされてるん

か。それと引き合いにしてお願いしたいんですけど。 

行政経営部 まず、高城山駐車場整備のことですけれども、土地については寄附をい

ただいて、うちのほうで、受け入れ事務をいたしました。それで、こちら

については、管財契約課のほうで整備をした上で、観光課のほうに引き継



36 

 

ぐというふうな思いでおります。雲部小学校の駐車場の整備につきまして

は、小学校と一体ということでなくて、離れたとこにあるものであります

ので、それを傷んでる部分を直して、使えるようにするというものでござ

います。遠方の公衆トイレ、こちらについては、公園一帯という考え方も

あると思うんですけども、地元からの要望も受けてうちのほうで、今回は

対応させてもらうこととしております。それとあと、波々伯部神社の…。 

隅田座長  東雲校の前のちょっと東側の駐車場。 

行政経営部 そちらについては、地域整備課で整備され、管理するということ聞いて

おりますが、ちょっと調べてまた連絡させてもらいます。（確認の結果、文

化財課の所管） 

恒田委員  整備することに対してはね、別に問題ないと思うんです。それぞれの要

望があって、必要性があってしてるんですけども。管財課が管理せなあか

んのかなっていうことを聞いてるんです。 

行政経営部 今回、高城山については地元のほうから寄附、管財のほうで窓口として

受けまして、特に整備も大きなものではなく砕石を引く程度のものでござ

いますので、こちらで整備をして、商観のほうに、引き継ごうと思ってお

ります。雲部小学校の駐車場なんですけども、今回の 4 月から指定管理と

いうことで、市民協働課のほうから、地元のほうに指定管理をするんです

けども、その駐車場についてですね、協議をしたんですが、指定管理の中

には含まれないというのが、市民協働課の考え方でございまして、管財と

しては従来から地元に無償で貸し付けておった経緯もございますので、地

元要望を受けて今回整備させていただきたいということで上げさせていた

だいております。遠方の公衆トイレについては先ほど申し上げた地元から

御要望いただきまして、改修をして基本的には従来から地元のほうで維持

管理をしていただいておりましたので、改修だけさせていただいて、公園

のトイレという、地域整備の考え方ではなく、また管理については地元で

お世話になりたいということで、改修だけさせていただいて、お願いしよ

うとするものでございますので、管財のほうで上げさせていただいたとい

う経過でございます。 

隅田座長  よろしいでしょうか。 

恒田委員  先ほど言ったように、どこで、費用については、なんで管財課で予算組

んでしないといけない費用かなと思っての質問だったので、結構です。 

はい、管財がしんどいだけなんで。 

安井委員  18ページの市有地貸付料なんですけども、事業所等用地の 266万円とい

うのは、これ、どこの場所というか、もうちょっと詳しく教えてください。 
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行政経営部 事業所等用地につきましては、ホームセンターコーナン、また、泉工業

団地の土地となっております。 

河南委員  部長基本的なところをちょっと聞くんですけどね。このコミュニティー

消防センターいろいろあるんですけども、例えば住吉台自治会の公民館と

してまあまあ使っているわけですよね。これエレベーターがついたら便利

ですけども、エレベーターの管理費から、管理運営費までもらって公民館

やってると。普通の自治会やったら自分とこの公民館として自分とこでま

かなっとるわなあ。だから、名前がコミュニティー消防センターとつくだ

けで公民館の同じような使用されとっても、ほとんど経費は市が見ると、

この辺についてどうなんですかね。一般の自治会なら自治会の公民館で、

経費みなみんなんですわな、改修するときは何ぼか出ますけど、通常の維

持管理費のは、この辺も、こういうコミセンなんかなんか受益者負担なん

かはちょっと思う。特にこのエレベーターは最近ようついて、その辺は、

受益者負担で、求めてもええん違うかなと思うんですけど、その辺の考え

方はいかがでしょう。 

行政経営部 今回の住吉台のコミュニティーセンターについては合併が前に、建設を

されてるということで、旧丹南町の中でですね住吉台自体が非常に大きな

自治会組織ということで、当時の中で、コミセンという扱いで、ほかの城

南なり、古市なりというような中の位置づけという理解をして、一応今回、

市としては、地区のコミセンという位置づけにしておりますので、現実に

はおっしゃるように、自治会公民館に近い形になるんではないかと思いま

すが、市としてもいろんな行事のときには、そこを活用させていただいて

ますし、コミセンという位置づけで地域の活用で会議室の利用等について

も、こちらとしては、お任せをして、維持管理費は、こちらのほうで負担

をさせていただいてるという経緯がありますので、現時点ではコミセンと

いう位置づけをさせていただいている以上市としては大きな改修について

はこちらのほうで負担をすると位置づけになっておりますので、その点は

御理解をいただけたらと思います。 

隅田座長  いいでしょうか。 

河南委員  はい。 

隅田座長  一つはページ 20の公契約条例で、令和元年度 11件ということで、当初、

建設業組合の方が、条例の導入に大変反対されたような経緯があったと思

うんですが、実際この 11件、こういう事業をされて、そしてチェックをさ

れて、建設業界の方が危惧されたところとか、そういったあたりの審査の

結果を、どんな感じですかね。 
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行政経営部 今年度の審議会につきましては、まだ行われておりませんでして、予定

としては 3 月 16 日の開催予定で考えております。座長言われたその建設

業界が考えている公契約条例の苦慮されている部分というのは、条例の制

定のときに、条例の種類が二つあって、下限明記型は大変反対されてたん

ですけれども、それをなくす理念型、労働者の賃金を明確に明示するもの

でなければ問題ないというふうなことをおっしゃられてそれらも含んだ条

例になっておりますので、その点は、十分対応できてるかなと考えており

ます。審議会については、今後 1 年間を通して、その審議をしていただく

関係上、2月、3月あたりにやります。今年度についてはまだそのあたり今

年度 4月から、労働関係等の報告書を徴収して、11件工事案件があるんで

すけれども、16日の審議等を経て、そのあたりのほうを説明していきたい

と思っておりますので、そのあたりはちょっとまだ、現時点では、審議会

のほうできてないんですけれども。 

隅田座長  その辺の検証は初めて、という認識でいいということですね。今回、導

入されて、これまで、もう検証されておったのかなと思ったりもしたもん

ですから、そのあたりは初めての検証に入るということの認識でいいと。 

行政経営部 新しい条例ができて、検証については、今度の 3 月 16 日に初めて検証

させていただくということで。 

隅田座長  了解です。続いて 24 ページの電気代の件なんですけど。1229 万円です

か。これはどういう数字なのかなと思って、私はずっと前、言わせていた

だいて入札になって、あの事案のときには 1億数千万円が、8000万円とか

7000万円とか減ってきたりした記憶があるんですが、第 1庁舎第 2庁舎入

れても 1229 万円ということで、どういう電気代の変化があったのかなと

いうあたり説明をお願いしたいんですけど。 

行政経営部 まずここで上げているものは当然本庁舎第 2 庁舎にかかる部分というこ

とでございます。変遷といたしましては、平成 29 年の 3 月から見積もり

を徴収して、市の条件に合うところ、1 番安価なところと契約を結んでい

ってるという状況でございます。基本的な金額だけでの比較でいきますと、

それまでの関電さんの契約が 1億 2000万円程度だったが、1年目の見積も

りで、8370 万円ほどに。1年ごとの見積徴収ということで進めているんで

すけれども、2年目の 30年の 3月からにつきましては関西電力さんが再度

とられましてそれが 7370万円ほど、次に、31年 3月からエネサーブさん

がとられて、それが 7380 万円。今回この 3 月から、株式会社ホープさん

がとられまして、それが、6900万円ほどに、基本的な部分は下がってはい

ます。そのほかの要件として、燃料費調整額とか、再エネルギー調達に関
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する賦課金とか、そういうのもありまして、最終的に、支出する部分は、

当然これよりも多くなってくるという状況にはあります。 

隅田座長  そしたら 6900 万円という中に、それはほかの支所とか全部含めた金額

という認識で、本庁舎、第 2庁舎等については 1229万円。そのうちの 1229

万円という認識でいいということですか。 

行政経営部 ざっくり言ったらそんな形ですけども、この、1229万円、こちらのほう

にはその調整費とかそういうのも入っており、当然消費税も入っています

ので、必ずしも一致するというわけではないんです。6900万円のほうは消

費税が入ってない、今言った調整費とかも入ってな い中の数字ですんで、

具体的にと、本庁舎ほか 38 施設の 39 施設のトータルが、6900 万円とい

うことであります。 

隅田座長  わかりました。認識しました。あと一つ最後、3 月の補正等でも出てく

るんですが、設計監理なんかですね、当初は、管財課にお願いしようと思

っとったけども管財課が忙しいから、民間のほうに委託をして、しかし、

管財課ができますよと、できるようになりましたということで、またそれ

を管財課にしてもらったとかそういうふうな説明があったんですが、工事

等、管財課が受けられる、また管財課忙しいから受けられないそのあたり

の、見きわめのルールとか、そういったふうなものはどのようになってお

るんでしょうか。 

行政経営部 まず担当部署から依頼がありまして、振り分けをさせていただくんです

が、当然補正予算等もありますし、今年度は学校空調もありましたので、

ちょっと急に仕事がふえることがございまして、ちょっと、担当課でお願

いしたりする場合もあるんで、その辺のやりとりについてはちょっと状況

を見ながら判断をしている状況です。 

隅田座長  そうしましたら、できる限りは、管財課のほうで受けて、設計監理して

いこうという認識でいいでしょうか。 

行政経営部 はい、おっしゃるとおりです。 

栗山副座長 25ページの、原材料費という項目の秘書課の漆喰塗りなんですが、これ

は材料費だけ上がったんですけど、施工のほうはどのように考えておられ

る。 

行政経営部 こちらにつきましては、篠山市左官技術研究会があるんですが、そちら

からの申し出で、秘書課ところの壁を漆喰にしたらどうかと。それに当た

っては、材料費は、市のほうで持っていただきたいけれども、施工に係る

費用のほうは、研究会のほうで持ちますということで、今回は、材料費だ

けを上げさせてもらったということです。 
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栗山副座長 秘書課の壁を、研究会のほうで、無償でやるという解釈になってくるん

ですが、その壁がなぜ漆喰なんですかね、その壁だけが。 

行政経営部 できる限りの篠山でとれた材料を使って、漆喰によるマイナスイオン効

果とか、そういうこともあるので、そういうのを広めたいという意味もあ

って、施工したいということで、材料代だけは市のほうでみて、工事費等

は、研究会のほうで持っていただくということでございます。 

栗山副座長 漆喰は、体に優しいと私も思っております。昔からの家は、ほとんどが

それやと思うんで、そこから広まればよいなと思っております。ぜひ進め

ていただいたらと思う。 

安井委員  22ページ、需用費の中に、消耗品費の中で、蛍光灯ほかっていうのがあ

るんですけども、蛍光灯よりも、ＬＥＤ化とかいうふうには進めておられ

ないんですか。 

行政経営部 おっしゃるとおり、本庁舎については、ＬＥＤ化をしました。この蛍光

灯というのは第 2 庁舎のほうなんですけども、ずっと蛍光灯で対応すると

いうことではないんですけども機器の老朽化、その辺を見きわめて、LED

に変えたいとは考えております。 

安井委員  その下に燃料費となって草刈り機の混合油 4千円と出てるんですけど。 

そちらの部署で直接草刈りされるんですか、その費用なんですか。 

行政経営部 基本的には業者の方でお願いするという立場なんですけども、急に、ど

うしても対応しなければいけないとかという場合については、こちらのほ

うで、草刈り機を持って対応させていただいております。 

田村委員  先ほどの、25ページの漆喰塗りのところなんですけれども、これは、な

ぜ秘書課の壁になったんでしょうか。市長室とか応接室とか、議会であっ

たり、ほかにもいろいろあると思うんですけれども、どこからの要望でそ

こに決まったのかなと思いまして、それからまたほかのところにもこれは

波及していくと考えてよいんでしょうか。 

行政経営部 秘書課のところになったっていうのは、ちょっと見てもらったらわかる

かもしれませんがそこの壁が、かなり汚れているっていうのが要因でござ

います。それを研究会の方が、あそこならいろんな人にも見てもらえると

いうこともあって、そこでやりたいというのもあります。それと、ほかの

部署ところもどうかということですけども、当然その施工の様子を見て、

そのほかの施設も条件が合えば、対応も検討したいとは思います。 

行政経営部 今回の申し出なんですけれども、メインに補修をさせていただくのはそ

の応接室や市長室の入り口の壁面、いろんなお客さんがおられまして応接

で、対応させて、必要な対応してるんですけどもその壁面がちょっとクロ
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スがかなり傷んで、ちょっと見苦しいような状況になってまして、それを

たまたまの来客でこられてた左官研究会の方のほうがちょっと気になるな

ということで、そういう申し出をいただいたということで、申しましたよ

うにちょっと今回、そういう申し出いただいてますので、一度こうやって

いただいてですね、それを見ながらまた今後考えていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

安井委員  遠方のトイレの改修なんですけど。図面を見てると男子トイレのほうは、

和式大便器だけで、洋式ってないわけですよね。女性のほうは、洋式が 2

つ、和式が 1 つみたいな格好やと思うんですけど、便器に関しては、ウォ

ームレットとかウォシュレットとかそういうのは考えておられるんです

か。何もなしの冷たい便器ですか。 

行政経営部 公共施設のトイレの便器の様式には、いろいろあって、「誰でもさわれ

る・肌が触るところに自分が座るは嫌や」という人も結構おられ、和式の

ほうがいいという方もおられます。男性トイレを和式で残すんであれば、

身障者用トイレを使っていただくなり、お年寄りなどちょっと和式はつら

いという人が結構おられるので、そういう方用に、車いす用だけではなく

て、お年寄りに使っていただければということで、基本的には男子トイレ

は和式を考えて、お年寄りや足の不自由な方が使うようなところは、身障

者用トイレと言われるようなところで使っていただいたらなと思っており

ます。便座なんですけども、一応ウォシュレットを考えております。 

安井委員  あと最近、特に多目的トイレというのはオストメイトでしたっけ、それ

が求められてるんじゃないかと思うんですけどそれは、この図から見てス

ペース的な問題か知らんけども、なさそうなんですが、その辺については

いかがですか 

行政経営部 まずおっしゃるとおりスペース的な問題で、設置できないと考えており

ます。入り口付近にオストメイトを設置したりするんですけれども、やは

り、水道の口径や水圧により設置は難しいと考えております。 

 

 

【主な説明】 

税務課   別紙のとおり（資料 ９） 

 

【主な質疑】 

安井委員  34ページの説明資料のところなんですけども、入湯税のところですが、

宿泊の入湯税っていうのはこれは、篭坊温泉のことですかね。 
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行政経営部 篭坊温泉に２箇所あります。それから西紀のにしき荘の 3 カ所ございま

す。 

恒田委員  39ページ。任用職員報酬として 248万 2000円上がってるんですけども、

手当はないですか。期末手当っていうっていう多分科目あるはずだと思う

んだけど。手当として、報酬だったら月ベースの話だと思うんです。 

行政経営部 39ページ賦課徴収費で計上しています会計年度任用職員については、パ

ート職員になりますので、申告期間中の短期だけに来ていただく方なので、

期末手当は支給しません。 

恒田委員  入湯税の日帰りで 13万 9385人が予定してあるんですけども、これはほ

とんどが、こんだぬくもり温泉というふうでいいんですかね。 

行政経営部 想定人数の内で 11 万か 12 万ぐらいほとんどが今田薬師温泉なってま

す。 

恒田委員  先ほどの関連で申しわけないです。宿泊はですね、昨年 4491 人で、予

定はあったんですけど、ことしは 3649人、2割ぐらい宿泊客が減るってい

うような、計算をしているんですけども、その原因は何なんですか。 

行政経営部 それぞれ施設のほう、傾向としてははっきり言いまして、篭坊温泉につ

きましてはささやかに運営をされているというのが現状ですし、にしき荘

につきましても、利用者についても宿泊客は減ってきてるという状況です。 

ただ日帰り客についてはほとんど今田薬師温泉が多いんですけど、そこに

ついてだけ、下げ止まりがしてきたかなというような感じで見ております。 

 

 

■議員協議 

隅田座長 議員間で議論、確認等すればよいことがあれば御発言願います。 

なお、予算審査については、さきの予算決算委員会でも、確認しましたとお

り、分科会の中で、確認すべき事項があれば、部長等へ確認できることとなっ

ているとともに、市長等への質問がある場合は、全体で共有したほうがよいこ

とから、全体会へ持ち上がることとなっています。 

最初に、部長等への確認質問の協議を行った後に、全体会へ持ち上がる質問

等があるかを議論したいと思います。 

まず、部長等へ確認することがあれば御発言願います。 

＝ 意見・発言なし ＝ 

 

隅田座長 次に、全体会に上げる市長への質問があればと思いますが。 

恒田委員 ある程度は、議会も了解の上で、保育士等が足りないので正職員でも採用
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せいというふうなところで行ってきた経緯はあります。 

ただそれがその人数の上限がどのぐらいかといって、いうのはわかるんや

けども。できるのかなっていう疑問に思うところ。きょうの説明で、一般行

政職員は、規定どおりで、ふやすつもりはありませんといったふうな説明が

あったと思うんです。説明あったからわかったんです。それでも、専門職を

これからも足りなければ増えていくんであれば、269人が 278 人、となる可

能性も考えられるんで。保育士を足りないんで、ふやすべきじゃないかって

言ったはいいました。でも、極端にふえ過ぎてるんでも 19 人もふえてきて

しまってるんでね。450 人に関して、1 番最低が、二、三年前で、444 人や

ったかな、そんな数値の時もあったんで、これ、上下したら 25 人ぐらいも

増えてるんで。この辺の考え方を聞いておくべきじゃないかなと私は思いま

すね。 

河南委員 消防職員とそのあたりはわかるんですけども、保育所、28年、認定こども

園ができたり、そういう形で、議会としても待機児童を減らせ減らせという

て言っとる。一定の限度を持ってかかる必要があるんじゃないかということ

を座長報告の中で、今後必要じゃないかということを言ってもたらどうです

か。 

隅田座長 そうしましたらもう 1 回、3 月 6 日教育委員会等の質疑ありますので、そ

の後にもう一度、この件について協議することとします。 

＝ 異議なし ＝ 

 

隅田座長 散会宣告 

 

 


